
指定管理者候補者の選定結果について

新しい村の指定管理者（平成２３年度～平成２７年度）の候補者について、次のとお

り宮代町指定管理者候補者選定委員会において選定しました。

１ 募集した施設

新しい村（宮代町字山崎７７７番地１）

２ 候補者の募集の方法及びその理由

（１）方法：特命指定

（２）理由

㈲新しい村は、町・町民のパートナーとして新しい村の管理運営はもとより「農」

のあるまちづくりを推進するために設立したまちづくり会社であり、平成１３年度

の新しい村のオープンから新しい村の主要な役割である地産地消、農園交流、農業

サービスの各分野において成果を上げている。今後『「農」のあるまちづくりの全

面展開』に取り組んでいくためには、町と㈲新しい村がそれぞれの特性、役割を踏

まえながら二人三脚の体制で取り組みを進めていく必要があるためである。

３ 候補者に決定した団体

（１）名称：㈲新しい村

（２）①評価：３２８点／５００点 （標準点：２５０点）

②選定理由

・ 農のあるまちづくりを具現化した「新しい村」ということで、他地域にはな

いオリジナリティを求められているが、グリーンツーリズム、観光の取組み

を拡大し、新しい村だけでなく町全体の活性化を図ろうとした提案となって

いる。

・ 今後、農のあるまちづくりを推進・発展させていくためには、町と㈲新しい

村の連携・協力が不可欠である。そのためには、今まで蓄えた㈲新しい村の

ノウハウを今後も有効に活用していくことが重要であり、総じて前向きに経

営努力・改善を行う内容が盛り込まれた申請内容は、その期待に十分応えら

れると考えられる。



４ 選定までの過程

（１）募集要項、仕様書の配布：平成２２年９月１０日

（２）申請書類の提出：平成２２年１０月１２日

（３）選定委員会の開催

①委員構成 町職員３名 識見者１名 施設利用の代表者１名

②会議の経過

■第１回選定委員会（平成２２年１０月２５日）

・業務要求水準及び提案依頼書、募集要項の確認

・選定方法について協議

■第２回選定委員会（平成２２年１０月２８日）

・申請団体から申請内容の説明

・ヒアリング審査 → 申請内容に関する質疑応答

・申請内容に対する確認及び再提案いただきたい事項などの協議

■第３回選定委員会（平成２２年１１月 ４日）

・申請団体から確認事項等の説明

・ヒアリング審査 → 確認事項等の回答に関する質疑応答

・評価表に基づく評価及び候補者の選定に関する協議

③選定方法

各委員が、２５の評価項目について５段階による評価（非常に劣る：０点、劣

る：１点、普通（基準）：２点、良い：３点、非常に良い：４点）を行った。こ

れを集計、分析し、協議の上、候補者を選定した。

④選定（評価）の基準となる考え方 「宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条」より

・施設設置の目的が達成できること。

・利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

・事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮す

るものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

・事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の

規模及び能力を有すること。

・町民の声が反映される管理が行われること。

・宮代町のまちづくりの考え方に適合していること。

・安全管理の体制が整っていること。

・その他、施設の性質又は目的に応じて定める基準に適合していること。


